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三重県告示第 578 号 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号。以下、「法」といいます。）第 17 条第 2 項の規定により、次のとお

り地域登録検査機関の登録をしましたので、同条第 6 項の規定により公示します。 

  平成 30 年 9 月 7 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

1  登録年月日及び登録番号 

平成 30 年 8 月 29 日 第 68 号 

2  地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 

株式会社 石川農場 代表取締役 石川 修一 鈴鹿市徳居町 508 

3  地域登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類 

国内産農産物（もみ（飼料用もみ）、玄米（飼料用玄米）） 

4  登録の区分 

品位等検査 

5  地域登録検査機関が農産物検査を行う区域 

三重県 

6  農産物検査を行う農産物検査員 

氏名 住所 農産物検査を行う農産物の種類 証明書番号 

石川 陽子 
もみ（飼料用もみ）、玄米（飼料用玄
米） 

Ｋ2430434 

 

三重県告示第 579 号  

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 33 条の 2 の規定により、次のとおり保安林の指定施業要件を変更する。 

平成 30 年 9 月 7 日 

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬   

1 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

四日市市、三重郡菰野町（以上 1 市 1 町について、次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 

土砂の流出の防備 

3  変更後の指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は省略し、その図面及び関係書類を三重県農林水産部治山林道課、四日市市

役所及び菰野町役場に備え置いて縦覧に供します。） 

 

                    

 

 

                      

三重県選挙管理委員会告示第 55 号 

 政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 6 条第 1 項の規定による政治団体の設立の届出及び第 7 条第 1 

告 示 

選 管 告 示 
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項の規定による政治団体の届出事項の異動に係る届出がありましたので、同法第 7 条の 2 第 1 項の規定に基づき

公表します。 

  平成 30 年 9 月 7 日 

三重県選挙管理委員会委員長  髙  木  久  代   

1  政治団体の設立 

政治団体の名称  代表者の氏名  会計責任者の氏

名 

 主たる事務所の所在地  届出年月日  備考 

うらさき陽介後援

会 

 浦 﨑 陽 介  浦 﨑 陽 介  名 張 市 美 旗 町 中 1 番

1877-25 

 平成 30 年 

 7 月 10 日 

  

成田久美子を市政

に送る会 

 別 当 賀代子  成 田 久美子  桑名市陽だまりの丘七丁

目 2504 

 平成 30 年 

 7 月 20 日 

  

三林こうき後援会  三 林 幸 樹  三 林 正 樹  桑名市大字五反田 1043  平成 30 年 

 6 月 15 日 

  

2  届出事項の異動 

政治団体の名称  代表者の氏名  異動事

項 

    新     旧 

 

 異動年月日  備考 

自由民主党大台支

部 

 小 野 恵 司  主たる

事務所

の所在

地 

 多気郡大台町上

菅 272-3 

 多気郡大台町弥

起井 538 

 平成 30 年 

 6 月 23 日 

 政党 

    代表者  小 野 恵 司  余 谷 文 義            

自由民主党津市支

部 

 小 林 貴 虎  主たる

事務所

の所在

地 

 津 市 東 丸 之 内

13-16 

 津市丸之内 21-

31 

 平成 30 年 

 5 月 15 日 

 政党 

    代表者  小 林 貴 虎  村 田 彰 久     

    会計責

任者 

 西 村 直 樹  吉 川   透     

自由民主党三重県

参議院選挙区第一

支部 

 吉 川 有 美  会計責

任者 

 鈴 木 利 典  吉 川 征一郎  平成 30 年 

 7 月 26 日 

 政党 

自由民主党明和町

支部 

 上 田   清  会計責

任者 

 田 端 淳 一  菅 野 雅 文  平成 30 年 

 6 月 24 日 

 政党 

全国旅館政治連盟

三重県支部 

 木 村 圭仁朗  会計責

任者 

 長 尾 真 弓  船 山 知 子  平成 30 年 

7 月 1 日 

  

鳥羽志摩歯科医師

連盟 

 山 本   修  会計責

任者 

 谷 口 八 起  中 井   久  平成 30 年 

6 月 10 日 

  

中森慎二後援会  小 林 章 治  代表者  小 林 章 治  中 森 千代子  平成 30 年 

 6 月 14 日 

  

三重県歯科衛生士

連盟 

 藤 森 悦 世  代表者  藤 森 悦 世  野 崎 由加子  平成 30 年 

 6 月 7 日 

  

三重県宅建政治連

盟 

 村 井 浩 一  代表者  村 井 浩 一  倉 地   正  平成 30 年 

5 月 25 日 

  

    会計責

任者 

 浅 沼 小百合  草 深 靖 志      

三重県中小企業政

策推進協議会 

 佐久間 裕 之  会計責

任者 

 中 北   洋  伊 藤 良 夫  平成 30 年 

 7 月 26 日 

  

三 重 民 主 連 合  中 川 正 春  政治団

体の名

称 

 三 重 民 主 連 合  三 重 新 政 の 会  平成 30 年 

 7 月 28 日 
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    代表者  中 川 正 春  芝   博 一     

    会計責

任者 

 小 島 啓 司  大 谷 友 秀     

    公職の

種類 

 衆 議 院 議 員  参 議 院 議 員     

 

三重県選挙管理委員会告示第 56 号 

 政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 17 条第 1 項の規定による政治団体の解散の届出がありましたの

で、同条第 3 項の規定に基づき公表します。 

  平成 30 年 9 月 7 日 

三重県選挙管理委員会委員長  髙  木  久  代   

政治団体の名称  代表者の氏名  解散年月日    備考 

民進党三重県第 2 区総支部  中 川 正 春  平成 30 年 7 月 31 日  政党 

うらさき陽介後援会  浦 﨑 陽 介  平成 30 年 7 月 9 日   

岡本知順後援会  谷     薫  平成 30 年 7 月 1 日   

 

三重県選挙管理委員会告示第 57 号 

 政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 19 条第 2 項の規定による資金管理団体の指定の届出がありまし

たので、同法第 19 条の 2 第 1 項の規定に基づき公表します。 

  平成 30 年 9 月 7 日 

三重県選挙管理委員会委員長  髙  木  久  代   

資金管理団体の届出

をした者（代表者）

の氏名 

   公職の種類    資金管理団体の名称    主たる事務所の所在地    指定年月日 

三 林 幸 樹  市議会議員  三林こうき後援会  桑名市大字五反田 1043  平成 30 年 

 6 月 1 日 

山 本 佐知子  県議会議員  山本さちこ後援会  桑名市大字矢田 218  平成 30 年 

6 月 22 日 

 

三重県選挙管理委員会告示第 58 号 

 政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 12 条第 1 項の規定による政治団体の平成 26 年中の収支に関す

る報告書の要旨を、同法第 20 条第 1 項の規定に基づき次のとおり公表します。 

  平成 30 年 9 月 7 日 

三重県選挙管理委員会委員長  髙  木  久  代 

うらさき陽介後援会 

  報告年月日              平成 30 年 7 月 10 日 

  1  収入総額                                          0 円 

2  支出総額                                                                              0 円 

 

三重県選挙管理委員会告示第 59 号 

 政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 12 条第 1 項の規定による政治団体の平成 27 年中の収支に関す

る報告書の要旨を、同法第 20 条第 1 項の規定に基づき次のとおり公表します。 

  平成 30 年 9 月 7 日 

三重県選挙管理委員会委員長  髙  木  久  代 

うらさき陽介後援会 

  報告年月日              平成 30 年 7 月 10 日 

  1  収入総額                                          0 円 

2  支出総額                                                                              0 円 
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測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量

を実施する旨、三重県松阪建設事務所長から通知がありました。 

    平成 30 年 9 月 7 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（砂防基盤図作成） 

2   作業期間 

    平成 30 年 8 月 24 日から平成 31 年 2 月 14 日まで 

3   作業地域 

    松阪市八太町、同市上蛸路町、同市射和町、同市広瀬町、同市茅原町、同市庄町、同市御麻生薗町、同市阿

波曽町、同市中万町、同市柚原町及び多気郡大台町天ヶ瀬 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量

を実施する旨、三重県松阪建設事務所長から通知がありました。 

    平成 30 年 9 月 7 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（砂防基盤図作成） 

2   作業期間 

    平成 30 年 8 月 24 日から平成 31 年 1 月 28 日まで 

3   作業地域 

    松阪市辻原町及び同市阪内町 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量

を実施する旨、三重県松阪建設事務所長から通知がありました。 

    平成 30 年 9 月 7 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（砂防基盤図作成） 

2   作業期間 

    平成 30 年 8 月 24 日から平成 31 年 2 月 6 日まで 

3   作業地域 

    松阪市桂瀬町、同市矢津町、同市大河内町、同市勢津町及び同市笹川町 
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